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南 監 第 3 8 0 号 

平成 30 年 12 月 17 日 

南大隅町長 森 田 俊 彦 

議 会 議 長 大 村 明 雄 

教 育 長 山 﨑 洋 一    殿 

選管委員長 天目石幸一 

農業委員会長 橋 口 初 男 

 

                 南大隅町監査委員     徳 永 和 幸 

 

同       日 髙 孝 壽  

 

定 例 監 査 の 結 果 報 告 

 

 地方自治法第１９９条第４項及び南大隅町監査委員条例第３条による定例監

査を実施しましたので、意見を添えてその結果を報告します。 

 

記 

 

１．監査実施年月日 

平成 30年 11月 7日・16日・26日・30日 

12月 4日           （6日間） 

 

２．監査の対象機関 

支所、農業委員会、経済課、町民保健課、建設課 

教育振興課、税務課、介護福祉課、総務課、選挙管理委員会 

企画課、観光課、会計課、議会事務局、監査委員事務局   

 

 

３．監査の範囲 

平成 30 年度第１四半期から第２四半期（４月～９月）における財務に関す

る事務の執行及び経営に係わる事業の管理について。 

 

４．監査の結果及び意見 

今回の監査については、資料を徴して聴き取り調査を主に実施した。 

監査の結果、法令、条例等に基づき概ね良く処理されていると認めた。軽

微な事項については監査の段階で口頭指摘をしたので善処されたい。尚、次

の点については検討・改善を図られ、留意して今後の適正な事務の執行にあ

たられたい。 
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（１） 予算執行状況については、概ね計画どおりに事業は執行されている。執

行残については明確に不用額と判断できるものは、少額でも早期の減額

補正をすべきである。また、年度末での予算消化的な執行はせず、残額

については翌年度への繰越財源とするよう努められたい。 

 

（２） 町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、住宅使用

料、水道使用料等の滞納繰越額など、徴収担当課では鋭意努力をされて

いるが、不納欠損が生じることがないよう、引続き債権回収対策プロジ

ェクト会議や滞納管理システム等を有効活用して滞納額の減額に努めら

れたい。 

 

（３）予算執行について、事務事業の遅れが見受けられたので、適正な時    

期を失することなく計画的に行い、年度内に効果をあげられるよう心掛け

られたい。 

 

(４)  新規事業については、各課の重点事項として資料に掲載されたい。 

 

（５）時間外手当の取り扱いについては、課によって差異がある。サービス残

業ではなく、正当な手続きの処理をされ不公平が生じないように執行され

たい。 

 

（６） 予算執行は、執行できるものは早めの執行をするように心掛け、経常的

経費等で予算残額が生じているからといつて、不要不急な物品等の購入

は厳に慎み、経費節減に最大限努められたい。 

 

（７） 委託料（単価契約等は除く）について、契約と同時に支出負担行為伝票

を速やかに起こされたい。 

 

（８） 基金の国債等運用については、国内外の経済情勢等により変動するため

元本保証を最重要とし、今後の金利の動向を注視し、適正な時期を見き

わめ効率的な運用により、財源確保に努められたい。 

 

（９） 依然として、資料の追加・訂正があるので、内容を精査、確認するなど

留意されたい。 

 


